
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
規
程
を
廃
止
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条

例
第
三
十
七
号
）
（
市
街
地
整
備
課
） 

一 

趣
旨 

 
 

上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
が
完
了
し
た
た
め
、
こ
の
事
業
の
施
行 

 

規
程
を
廃
止
す
る
も
の 

二 

内
容 

 
 

上
尾
都
市
計
画
事
業
伊
奈
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
は
、
昭
和
六
十
一
年
度
か
ら
県
施
行
に 

 

よ
り
事
業
を
開
始
し
た
も
の
で
あ
る
。 

 
 

令
和
二
年
一
月
に
清
算
金
が
完
納
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
す
べ
て
の
事
業
が
終
了
し
た
た
め
、 

 
 

 

施
行
規
程
を
廃
止
す
る
。 

三 

施
行
期
日 

 
 

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


